
おおのファミリー・サポート・センターからこ・ん・に・ち・は
「第 10 回お楽しみ交流会」のお知らせ
日　時：5 月 16 日（土）午前 10 時～正午　場　所：総合町民センター　和室
定　員：20 名程度　　　　　　　　　　　　 参加費：無料
　今回は、牛乳パックで ｢パッチンカエル｣ を作って、飛ばして遊んだり、楽しい絵本の
読み聞かせをします。普段あまり交流することのない会員さん同士、ふれあう時間が過ご
せたらいいなと思います。会員以外の人も参加していただけますので、お友達を誘ってぜ
ひ参加してください。

「サポート活動スキルアップ講習会」のお知らせ

日　時：6 月 19 日（金）午前 9 時～午後 3 時 30 分　場　所：総合町民センター　大会議室
定　員：20 名程度　　　　　　　　　　　　　　　　   参加費：無料
内　容：①�「安心安全な預かり」：�瑞穂市・本巣市ファミリー・サポート・センター長　椙浦良子氏
　　　　②「小児救急救命法」：揖斐郡消防組合職員
　　　　③「チャイルドシート講習」：ＪＡＦ職員
　おおのファミリー・サポート・センターでは、毎年、お子さんを安全にお預かりさせていただくために、講習会
を行っています。瑞穂市・本巣市ファミリー・サポート・センター長　椙浦良子氏による講習では、お子さ
んを安全に預かるための実際の体験談など、子育てについて幅広くお話していただきます。また消防組合職
員による講習では、乳幼児などの救急救命法として、実際に人形や AED を使っての救急救命法が受けられます。
JAFによるチャイルドシート講習では、実際のチャイルドシートを使って、命を守るための正しい装着法を学びます。
会員さんだけでなく、子育て中のお父さん、お母さんもぜひ受講していただければと思います。皆さんの参加をお
待ちしています。※すでに提供会員に登録済みの人は、5 年に 1 度は受講してください。

� 問合せ先  �おおのファミリー・サポート・センター（子育てはうす ぱすてる内）　☎ ３４－１０１０
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まちまちののお知らせお知らせ

◆◆◆ 道の駅「パレットピアおおの」内　子育てはうす　ぱすてるからのお知らせです。◆◆◆

◎親子で弦楽四重奏を楽しむ　～ひなまつりコンサート開催～
　３月１日、ひなまつりコンサートが開かれ、こどもとその保護者６１名が参加しまし
た。参加した親子は「うれしいひなまつり」や「おもちゃのシンフォニー」などの曲に
合わせて、楽しそうに歌ったり、踊ったり。また、お子さんへのプレゼント、手作りカ
スタネットはとても喜ばれ、小さいお子さんもカチカチと曲に合わせて奏でていました
♪館内には、吊るし雛も飾られコンサートも大いに盛り上がりました。

▲演奏の様子

◎親子スキンシップあそび参加者募集　～スキンシップを通じて親子の絆を深めましょう～
日 時　６月１日（月）午前１０時１５分～１１時３０分
対 象 者　０歳～１歳のこどもとその保護者定員１５～２０組
参加費用　無料　※町外の２０歳以上は入館料１００円
申込方法　参加者氏名、年齢、住所、連絡先を「子育てはうすぱすてる」まで申込む（電話可）
申込期限　５月２５日（月）※定員になり次第、締切

◎５月のスケジュール（予定）
　　　　　ひよこ組（０歳児クラス）…１４日（木）
　　　　　うさぎ組（１、２歳児クラス）…１５日（金）
　　　　　ひよこ・うさぎ組合同運動会…２９日（金）
誕生会…１８日（月）

休館日  �１日（金）、７日（木）、８日（金）、１３日（水）、２０日（水）、２７日（水）

ピヨピヨ
クラブ

※�開館状況が変更になる場合がありま
すので、ホームページ等にて確認し
てください。

※�ピヨピヨクラブは随時募集していま
す。ご希望の人は問合せてください。

申込・問合せ先  子育てはうす　ぱすてる　☎ ３４－１０１０

▲前回のお楽しみ交流会
の様子
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学校施設の候補地について
　令和８年度は、大野町小中学校規模適正化基本計画の策定が重要な取り組みです。策定には外部
有識者で構成された、みんなで創る学校づくりプロジェクト外部検討委員会（町長の諮問機関で委
員長は益川浩一岐阜大学副学長補佐）へ調査、検討をお願いし、答申をいただきます。
　３月１１日には、第１回の会議を開催し、策定する基本計画の構成や、特に重要となる施設候補
地の選定について審議いただきました。選定では、どの年代であっても学びを止めない、毎日を安
全に安心して過ごせる場所について、こども最優先で議論されました。
　候補地としては、既存の学校の８か所と、新たな２か所を加え合計で１０か所をもとに、学校へ
の通いやすさ、通学路など学校周辺の安全性、スクールバスの導入しやすさなどで評価していき最
終的に次の３か所を選定しました。

東小学校 大野町役場周辺 人口重心地周辺
R １３の児童生徒数を基準
想定敷地面積　約２７, ０００㎡
土地面積、徒歩通学圏内の児童
生徒数、周辺道路の評価を実施
外部検討委員会にて３案を選定
◎、○、△の３段階で相対評価

面積
約 ２ ２, ８ ０ ０+
α㎡

○
約２７, ０００㎡
以上を確保

○
約２７, ０００㎡
以上を確保

○

通学

２km 圏内の児童生徒数
２２６人

（カバー率２２％）
△

５４３人
（カバー率５２％）

◎
５４２人

（カバー率５２％）
◎

４km 圏外の児童生徒数 １４１人（１４％） △ ６８人（７％） ○ ３４人（３％） ◎

通学路の安全性

カラー塗装などで
歩行者の安全性を
確保する整備がさ
れている。

○
十分な幅員と歩道
を確保した道路も
存在する。

○
十分な幅員と歩道
を確保した道路も
存在する。

○

スクールバスの導入可能性

岐阜バスの路線に
も接しているため、
スクールバスの安
全な運行も見込め
る。

○

整備された結節点
のバスセンターに
隣接し、発着場を
利用する民間バス
などを活用した運
行を見込める。

◎

バスセンターに近
接していることか
ら、路線バスを活
用したスクールバ
スの導入可能性を
見込める。

○

保護者・住民のアクセス性
周辺道路が整備さ
れており、円滑な
アクセスが可能。

○
周辺道路が整備さ
れており、円滑な
アクセスが可能。

○
周辺道路が整備さ
れており、円滑な
アクセスが可能。

○

※人口重心地周辺　役場西の道路を南下したところに位置する旧名鉄揖斐線の南側周辺

　また、４月に入り各地区ふれあいセンターにて、これまでの検討経過と基本方針の概要や策定す
る基本計画の内容、そして学校の設置場所、通学方法などを情報共有し、皆さまとの意見交換の場
として地域住民・保護者説明会を開催しました。
　皆さまからいただきました貴重なご意見は基本計画に反映し、次代を担うこどもたちへより良い
教育環境を提供し続けるための「みんなで創る学校づくりプロジェクト」を取り組んでまいります。
　引き続き、皆さまからの多様なご意見をいただきますよう、よろしくお願いします。

� 問合せ先  学校教育課　☎ 35-5378

Vol.15
みんなで創る学校づくり
プロジェクトコーナー

みんなで創る学校づくりプロジェクト
の情報は、こちらから

　町では、こどもたちにとって望ましく、将来に渡り持続
可能な教育環境を構築するため、望ましい小中学校のあり
方について令和３年度より検討を進めてきました。この
コーナーでは、検討している内容や経過などについて、お
知らせします。



大野町人事配置一覧
令和８年４月１日付けで、各課（係長以上）の配置が次のとおりになりました。

◇副町長	 加納　秀男
◇教育長	 桑原　浩美

◎総合政策部	 部長　森　祐次
　○総合政策課	 課長兼ＤＸ推進室長　鈴村　友宏、政策係長　堀　博善、
　　（ＤＸ推進室）	 情報推進係長　高橋　量大、広報係長　八木　堂巌
　○まちづくり推進課	 課長　汲田　勉、主幹兼商工係長兼まちづくり観光係長　若原　寛、
	 課長補佐兼企業誘致係長　常冨　善久

◎総務部	 部長兼危機管理監　今井　宏紀
　○総務課	 課長　宇野　貴典、主幹兼危機管理防災係長　目加田　稔、
	 課長補佐兼総務係長　常富　友香、行政・管財係長　大久保　真也、
	 係長　小森　悠、係長　牧村　英子
　○財政課	 課長　目加田　哲、主幹兼財政係長　岩田　真弓
　○税務課	 課長　國枝　信也、主幹兼徴収係長　常富　章宏、
	 住民税係長　小森　裕文、資産税係長　若原　亜季
　○揖斐広域連合派遣	 課長補佐　國枝　裕二、課長補佐　武藤　爲文、係長　川瀬　純
　○池田町大野町学校給食センター協議会派遣　係長　足立　康宏

◎民生部	 部長　川瀬　里織
　○住民課	 課長　吉村　康弘、戸籍係長　横井　希世美、保険年金係長　松久　和良
　○福祉課	 課長兼福祉センター所長兼地域共生推進室長　河野　知可子、
　　（地域共生推進室）	 主幹兼地域包括支援センター長　大久保　貴雄、係長　後藤　英理子、
	 社会福祉係長　杉原　愛、高齢福祉係長　清水　康次、
	 障がい福祉係長　秋山　絵梨
　○子育て支援課	 課長兼大野町こども家庭センター長　鈴村　美樹、
	 主幹兼こども家庭センター係長　河野　孝枝、子育て支援係長　小森　貴之
　　幼児療育センター	 係長兼幼児療育センター所長　笹岡　立子
　　みらいろこども園	 園長　浜野　千恵
　○保健センター	 所長　横幕　みち代、課長補佐兼健幸づくり係長　今井田　路代、
	 課長補佐兼母子保健係長　豊田　容子
　○環境生活課	 課長（消費生活センター長併任）　間渕　修、環境係長　伊藤　康晴、
	 生活係長　高島　伸圭
　○大野町社会福祉協議会派遣　課長　成瀨　尚子

◎建設部	 部長　後藤　崇、調整監　片野　準也
　○農林課	 課長　國枝　広典、農林係長　若原　宏晃、土地改良係長　加藤　真成
　○建設課	 課長　河野　雅臣、課長補佐兼土木係長　神谷　涼介、
	 管理係長　目加田　悟、都市計画係長　鈴木　悟志、水道係長　今枝　良介

　○会計課	 会計管理者兼会計課長　藤原　章、会計係長　髙橋　純子
　○議会事務局	 局長　石橋　千夏、係長　吉村　伸枝

◎教育委員会	 教育次長兼みんなで創る学校づくりプロジェクト推進室長　石原　友博
　○みんなで創る学校づくりプロジェクト推進室　主幹　古川　雄貴
　○学校教育課	 課長　窪田　洋一、課長補佐兼教育支援係長兼学校給食係長　國枝　佳代、
	 教育総務係長　細川　顕
　○生涯学習課	 課長兼大野町埋蔵文化財センター所長　永井　和将、
	 課長補佐兼文化財保存活用係長　大當　剛司、
	 生涯学習係長　牧村　清隆、生涯スポーツ係長　篠塚　将宏
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まちまちののお知らせお知らせ



企業版ふるさと納税による寄付をいただきました
　町の地方創生事業の推進に向け、企業版ふるさと納税による寄付をいただきました。
　企業さまのご支援に心より感謝申し上げます。いただいた寄付金は、事業目的に沿って今後のまちづくりに活
用します。
※掲載の承諾をいただいた企業のみ（敬称略）

寄付企業 寄付対象事業 寄付金額
キタザワ電気工事株式会社
岐阜県不破郡垂井町東神田３－８８－１ 非公表 ５０万円

� 問合せ先  まちづくり推進課　☎ ３５-5374

令和８年度令和８年度  広報委員紹介広報委員紹介
　町民の皆さんと役場との連絡調整にご尽力いただく、各地区の広報委員をお知らせします。
　広報委員は各地区の区長に委嘱されます。� （敬称略）

地　区　名 氏　名

黒 野 北 区 川　本　茂　樹
黒 野 西 区 所　　　順　次
黒 野 南 区 若　原　一　彦
黒 野 中 区 大　野　智　二
黒 野 東 区 馬　渕　義　之
六 　 　 里 杉　山　龍　雄
相 　 　 羽 松　浦　茂　樹
みどりニュータウン 白　木　哲　郎
相 羽 苑 白　木　慎　治
下 　 　 方 若　原　里　実
麻 　 　 生 長　沼　　　智

野 片　岡　信　一
西 　 　 　 方 所　　　正　憲
桜　 大　 門 広　瀬　陸　夫
大　 野　 １ 髙　畑　清　樹
大　 野　 ２ 野　口　純　司
大　 野　 ３ 橋　本　　　章
古　 城　 北 若　原　初　男

稲 　 　 富 向　井　軸　郎
古 　 　 川 國　枝　幸　一
寺 　 　 内 武　藤　貞　雄
上 　 　 　 秋 竹　中　卓　雄
豊 木 団 地 所　　　博　幸
稲 　 　 畑 国　枝　源　幸

地 区 名 氏　名
牛 　 　 　 洞 山　本　貞　信
松 　 　 　 山 山　村　長　弘
瀬 　 　 　 古 松　岡　英　憲
中 之 元 小　森　俊　朗
中 之 元 団 地 國　井　優　子

宝 　 　 来 小　森　富　雄
島 　 　 部 鳥　本　昌　彦
公 　 　 郷 野　村　俊　弘
う ぐ い す 苑 宮　田　菊　市
八 　 　 木 下　村　榮　造
天 　 　 神 阿　部　隆　広
南 領 家 桑　原　峰　夫
北 領 家 河　村　幸　信
大 衣 斐 清　水　明　彦
小 衣 斐 細　川　和　義

定 　 　 松 国　枝　　　誠
鹿 　 　 野 蒲　　　孝　晴
五 之 里 草　野　哲　郎
南 　 　 方 松　浦　基　夫
郡 　 　 家 青　木　盛　夫
上 　 　 磯 杉　山　　　隆
下 　 　 磯 石　原　真　也
本 　 　 庄 杉　原　辰　司
本 庄 西 山　本　敬　二
下 座 倉 宇　野　　　等

　 問合せ先  総合政策課　☎ 35-5363
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防災行政無線を用いたＪアラート・全国一斉
情報伝達訓練を実施します！

　町では、地震や武力攻撃などの発生時に、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）（※）から送られてくる国
からの緊急情報を確実に皆さんへお伝えするため、情報伝達訓練を行います。

◎訓練内容
◦情報伝達手段
　防災行政無線の訓練放送
◦放送内容

　町内に設置してある防災行政無線スピーカーや
戸別受信機から、次の放送内容が一斉に放送され
ます。

【放送内容例】
　「これは、Ｊアラートのテストです」
　「大地震です」

※�Ｊアラートとは、地震・津波や武力攻撃などの緊
急情報を、国から人工衛星などを通じて瞬時にお
伝えするシステムです。
※�町外の地域でも、全国的にさま
ざまな手段で情報伝達訓練が行
われます。放送内容は変更する
場合があります。

◎令和８年度　実施日時（予定）

【全国一斉情報伝達試験】
第１回　６月３日（水）午前１１時頃
第２回　８月２６日（水）　　　〃
第３回　１１月１１日（水）　　〃
第４回　令和９年２月３日（水）〃

【緊急地震速報訓練】
第１回　６月１７日（水）午前１０時頃
第２回　１１月５日（木）　　　〃

※�気象状況などにより、試験が中止になる場合があ
ります。
※�防災行政無線の内容を含む町の情報を「情報発信
おおの」でも受け取ることができます。詳しくは
裏表紙を確認してください。

� 問合せ先  総務課　☎ ３５-５３６４

町消防友の会収支決算報告
　令和７年度大野町消防友の会の収支決算が、消防
友の会理事会において認定されました。
　決算額は、収入総額　７，０７４，０５２円
　　　　　　支出総額　４，７８８，６９１円
　　　　　　繰 越 金　２，２８５，３６１円
� となりました。

消防友の会とは
　町民の一人一人が消防に対する認識を一層深
めるとともに、消防団員のよき理解者として消
防活動を物心両面から支援激励し、もって明る
い平和な郷土の発展に寄与することを目的と
し、町内全地区の区長が理事となり次の事業を
行う会です。
・消防団の支援、激励、協力
・防災に対する協力
・消防諸行事に対する協力
・その他本会の目的達成に必要な事業

【収入内訳】７，０７４，０５２円
会費　４，５４３，２００円
・特別会員（町内法人・団体）５，０００円
・正会員（町内に居住する世帯主）６００円
前年度繰越金　４９６，９００円
繰入金　２，０２６，０７３円（定期預金解約分）
雑収入　７，８７９円（預金利息）

【支出内訳】４，７８８，６９１円
総務費　３０５，８４３円（特別会員記念品・郵便料等）
消防団費Ａ　１２７，１３８円（新入団員被服等）
消防団費Ｂ　３，０４０，０００円（団への活動交付金）
消防団費Ｃ　１，３１５，７１０円（消防用ホース支給）

　今後も町民一丸となって地域防災の要である消防団を支援激励し、安心・安全なまちをつくるため、皆さ
んのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

� 問合せ先  総務課　☎ ３５－５３６４

総務費
6%

支出合計額 
4,788,691円

消防団費Ｂ
64%

消防団費Ａ
3%

消防団費Ｃ
27%
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交通遺児・犯罪被害遺児 激励金支給事業
　県および町では、５月５日の「こどもの日」に合
わせて、次のとおり交通遺児・犯罪被害遺児の人に
激励金をお贈りしています。

岐阜県交通遺児・犯罪被害遺児激励金

◎激励金額（申請時〜高等学校等在学中（２０歳未
満）、年間１人あたり）
　乳幼児および小学生　２０, ０００円
　中学生　　　　　　　２５, ０００円
　高校生等　　　　　　３０, ０００円
◎補助対象
　義務教育終了までの人および高等学校在学中（高
等専門学校３年修了までの人、特別支援学校の高等
部在学中の人および専修学校（高等課程）３年修了
までの人を含む）で満２０歳未満の人で、次の（１）
または（２）に該当する人
※�交通遺児・犯罪被害遺児となった後、養子縁組し
た人、もしくは父または母が再婚し生計をともに
することとなった人は除きます。

（１）交通遺児
　５月５日現在、県内に居住し、交通事故により、そ
れまで生計をともにしていた父または母（すでに父母
がいない場合にはそれに代わる人）を亡くした人

（２）犯罪被害遺児
　５月５日現在、県内に居住し、犯罪被害（殺人や
傷害致死など、故意の犯罪行為（人の生命または身

体を害する行為）により害を被ること）により、そ
れまで生計をともにしていた父または母（すでに父
母がいない場合にはそれに代わる人）を亡くした人
※�国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁
定がされていることが必要です。

◎申込期限　５月８日（金）
◎申 込 先　総務課

問合せ先  県環境エネルギー生活部県民生活課

　☎ ０５８-２７２-１１１１

大野町交通遺児育英会助成金

◎助成金額
　乳幼児　２０, ０００円
　小学生　３０, ０００円
　中学生　４０, ０００円
　高校生　５０, ０００円
　大学・大学院・短期大学生　７０, ０００円
◎助成対象
　町内に居住し、交通遺児（養護者が交通事故によ
り死亡または著しい障害の状態となったため生計の
維持が困難である人）となり、かつ、町内に引き続
き居住する人
※随時受付しています。

� 申込・問合せ先  総務課　☎ ３５-５３６４

優良運転者表彰申請
　運転免許証を保有している人で、優良運転者表彰申請を希望する場合は、次の表彰条件を確認し申請して
ください。
　詳しくは「揖斐地区交通安全協会（揖斐警察署内）」まで問合せてください。

表彰種別 運転経験年数 無事故年数
無違反年数 過去の表彰経歴

地区模範章 ５年以上 ５年以上 初めて表彰を受ける人が申請する。
模範章 １０年以上 ５年以上 過去に地区模範章を受章していること。昨年の受章でも可。
優良章 １５年以上 ５年以上 令和６年までに模範章を受章していること。
優秀章 １５年以上 １０年以上 令和６年までに優良章を受章していること。

◎申請期限　６月５日（金）　※無事故無違反証明交付手数料８００円が必要です。

表彰種別 運転経験年数 無事故年数 無違反年数 過去の表彰経歴
特別優秀章 ２０年以上 １５年以上 １５年以上 令和６年までに優秀章を受章していること。
緑十字銅章 １０年以上 １０年以上 ５年以上 過去に特別優秀章を受章していること。

管区局表彰 １０年以上（一般）
１０年以上（職業）

１０年以上（一般）
５年以上（職業）

１０年以上（一般）
５年以上（職業） 過去に緑十字銅賞を受章していること。

緑十字銀章 ２０年以上 ２０年以上 １０年以上 銅章受章２年以上経過し、さらに過去に管区
局長章を受章していること。

◎申請期限　５月８日（金）　※無事故無違反証明交付手数料は必要ありません。

� 問合せ先 　揖斐地区交通安全協会（揖斐警察署内）　☎ ２２－３４２２
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新築住宅に関する補助事業等
　町では町内で住宅を新築するなどして移住・定住
される人を対象に、次の補助事業を実施しています。
◎申請期限　１０月３０日（金）まで
◎対象者　町内で住宅を取得し、入居した人
※�住宅の取得とは、住宅の新築もしくは住宅の建替
えまたは新築住宅の購入をいいます。住宅の増築
や改築、相続や贈与により取得するものは含みま
せん。

◎町新築住宅の定住奨励金事業

奨励金額

新築住宅に課される固定資産税の家屋分の
額に相当する額（上限１０万円）
※�町内の建築業者と請負契約している場合

には、１５万円を限度とします。
対象とな
る住宅

令和３年１月２日から令和５年１月１日の
間に取得された住宅。

申請方法

申請書および同意書を次まで提出してくだ
さい。
※�振込先については、対象家屋の所有者名

義の口座情報を記入してください。

交付期間
５年間（対象となる住宅に初めて固定資産
税が課された年度の翌年度を初回の交付年
度とします。）

◎町新築住宅の移住定住補助金

補助金額

町内在住の人に対しては３０万円、町外か
ら転入された世帯の人に対しては１０万円
を加算します。
※�転入とは、世帯員の全員が転入届を提出し

て他の市町村等から本町に移り住むことを
いいます。ただし、本町から他の市町村等
へ転出届を提出し、転出後３年間を経過し
ない再転入の場合は転入とはみなしません。

対象とな
る住宅

令和７年１月２日以降に新築、取得された
住宅。
※�固定資産税の新築軽減が適用される家屋

であること。

申請方法

申請書および同意書を提出し
てください。また、オンライ
ンによる電子申請も可能で
す。（電子申請はこちらから）

交付期間
１年度限り（対象となる家屋に初めて固定
資産税が課された初年度）

※�添付書類として「固定資産税の納税通知書」およ
び「固定資産税の課税明細書」が必要です。
※�振込先については、対象家屋の所有者名義の口座
情報をご記入ください。
� 申請・問合せ先  総合政策課　☎ ３５-５３６３

町結婚新生活支援事業
　町では経済的支援を必要とする新婚世帯を対象に、婚姻に伴う新生活に係る住居費や引越費用の一部を補
助します。　◎申請期限　令和９年３月３１日（水）まで

補
助
金
額

婚姻時点の年齢が夫婦ともに
３９歳以下の場合、１世帯あたり最大３０万円
２９歳以下の場合、１世帯あたり最大６０万円

補
助
対
象
世
帯

・�令和８年１月１日から令和９年３月３１日
までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦
であること。

・�申請時において、夫婦ともに町内に住民登
録がされていること。

・�大野町に３年以上定住する意思がある夫婦
であること。

・�婚姻日における年齢が夫婦ともに３９歳以
下 で、 か つ 夫 婦 ２ 人 の 年 間 合 計 所 得 が
５００万円未満であること。

・�過去に、夫婦ともに当該補助金の交付を受
けていないこと。　　　等

対
象
と
な
る
経
費

※�令和８年４月１日から令和９年３月３１日
までの間に支払われた次の費用が補助対象
となります。

１　住居費（住宅購入費、住宅賃借費用）
　※勤務先からの住宅手当支給分は除く。

２�　住宅リフォーム費用（住宅機能の維持ま
たは向上を図るために行う修繕、増築、改
築または設備更新等の工事費用　等）

３�　引越費用（引越業者または運送業者に支
払った費用）

申
請
方
法

申請書と次の書類を添えて、提出して下さい。
・戸籍抄本または婚姻届受理証明書
・夫婦の所得証明書
・�住宅の工事請負契約書、売買契約書と領収

書の写し（住居費における住宅購入の場合）
・�住宅の賃貸契約書と領収書の写し（住居費

における賃借の場合）
・住宅手当支給証明書
・�住宅の工事請負契約書、請書と領収書の写

し（住宅のリフォーム費用の場合）
・引越に係る領収書の写し（引越費用の場合）
・�貸与型奨学金を返済したことがわかる書類
（貸与型奨学金の受給者の場合）

� 申請・問合せ先  総合政策課　☎ ３５-５３６３
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軽自動車税のお知らせ
　軽自動車税は４月１日現在の所有者に課税されま
す。

令和８年度軽自動車税納税通知書
　送付日：５月１日（金）
　納期限：６月１日（月）

軽自動車税納税証明書（車検用）は送付しません。
　令和５年１月から軽ＪＮＫＳ（軽自動車税納付確
認システム）稼働により、継続検査時に納税証明書
の提示が原則不要となっているため、令和６年度よ
り軽四輪、軽三輪の軽自動車税を口座振替や地方税
お支払いサイト、スマートフォン決済サービス等か
ら納付した場合は納税証明書を送付していません。
　小型二輪についても、令和７年度より軽ＪＮＫＳ
に連携されるため納税証明書を送付していません。
　納税証明書が必要な人は、お手数ですが振替記帳
済の預貯金通帳や決済済みが確認できるものを持参
のうえ、税務課または住民課窓口にて納税証明書（無
料）を交付申請してください。
　税額は次のとおりです（条件については一部抜粋）。

◎原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 税額（年額）

原動機付自転車

特定小型原動機付自転車
（０. ６０kw 以下） ２, ０００円

５０cc 以下 ２, ０００円
５０cc 超～９０cc 以下 ２, ０００円
９０cc 超～１２５cc 以下 ２, ４００円
ミニカー ３, ７００円
新基準原付 ２, ０００円

二輪の軽自動車（１２５cc 超～２５０cc 以下） ３, ６００円
二輪の小型自動車（２５０cc 超） ６, ０００円

小型特殊自動車
農耕作業用 ２, ４００円
その他（フォークリフト等） ５, ９００円

◎四輪および三輪の軽自動車
　最初（新車）の新規検査を受けた時期により、適
用される税額が異なります。
　最初（新車）の新規検査を受けた時期は、自動車
検査証（車検証）の「初度検査年月」で確認してく
ださい。

車種区分

税率（年額）
平成２７年
３月３１日
までに新規
登録

平成２７年
４月１日以
降に新規登
録

平成２５年
３月３１日
までに新規
登録（重課）

軽
自
動
車

三輪 ３, １００円 ３, ９００円 ４, ６００円

四
輪
以
上

乗
用

自家用 ７, ２００円 １０, ８００円 １２, ９００円
営業用 ５, ５００円 ６, ９００円 ８, ２００円

貨
物
用

自家用 ４, ０００円 ５, ０００円 ６, ０００円
営業用 ３, ０００円 ３, ８００円 ４, ５００円

経年車重課
・�初めて車両番号の指定を受けてから１３年を経過
した軽四輪車等について、その各年度の標準税率
の概ね２０%を重課する特別措置。
・�電気、天然ガス、メタノール、ガソリンハイブリッ
ド自動車および被けん引車は対象外。

◎グリーン化特例（軽課）
　令和７年４月１日以降に初めて車両番号の指定を
受けた減税対象車（三輪以上の軽自動車）を取得し
た場合に限り、令和８年度について、税率を軽課す
る特例措置があります。
※�（１）電気、燃料電池または天然ガス自動車（平成２１
年排出ガス規制ＮＯｘ１０%以上低減または平成３０年
排出ガス規制適合）
※�（２）平成１７年排出ガス規制７５%低減車両または平
成３０年排出ガス規制５０%低減車両で令和２年度燃料
基準達成かつ令和１２年度燃料基準９０%達成車両

車種区分
グリーン化特例（軽課）適用車両
７５％軽減（１） ５０％軽減（２）

軽
自
動
車

三輪（６６０
cc 以下用） １, ０００円 ２, ０００円

四
輪
以
上

乗
用

自家用 ２, ７００円 対象外
営業用 １, ８００円 ３, ５００円

貨
物
用

自家用 １, ３００円 対象外
営業用 １, ０００円 対象外

◎異動手続きについて
　軽自動車などを譲渡、廃車、住所変更したときに
は、お早めに手続きを済ませてください。これらの
手続きをしないと引き続き課税されることになりま
す。詳しくは次へ問合せてください。
原動機付自転車 １２５cc 以下

税務課　☎ ３５-５３６７特定小型原動機付自転車 ０. ６０kw 以下
小型特殊自動車 農耕作業用

二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

中部運輸局岐阜運輸支局　
☎ ０５０-５５４０-２０５３

軽自動車 三輪・四輪 岐阜県軽自動車検査協会　
☎ ０５０-３８１６-１７７５

� 問合せ先  税務課　☎ ３５-５３６７

岐阜県からのお知らせ
　自動車税の納期限は６月１日（月）です。必ず
納期限までに納めましょう。
　詳しくは５月７日発送の納税通知書をご覧くだ
さい。

問合せ先  �岐阜県自動車税事務所　☎ ０５８-２７９-３７８１
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認定こども園年度途中入園のご案内
　認定こども園に年度途中で入園を希望される場合は、次のとおり手続きしてください。
◎入園申込受付
申込期間　入園を希望される月の前々月２１日～前月
２０日（２０日が土・日・祝日の場合は、その前の平
日）
受付場所　子育て支援課

◎必要書類の配布
　町ホームページからダウンロードまたは子育て支援
課、各町内認定こども園、子育て支援施設「子育ては
うす　ぱすてる」備付け

◎町内の認定こども園一覧
類　型 認定こども園名 定員 年齢 住所 電話番号

幼保連
携型

大野町みらいろこども園（公立） ６０人

０～５
歳児

本庄２００番地６ 35-8850
大野こども園（私立） ７０人 大野２４０番地１ ３２-００２２
豊木認定こども園（私立） １００人 桜大門５３８番地 ３２-００２９
認定こども園うぐいす（私立） ４５人 公郷３１３番地 ３４-２３２３
東さくらこども園（私立） ９０人 相羽７６３番地８ ３４-１５３３

幼稚園
型 大野クローバー幼稚園（私立） ８０人 桜大門３０番地 ３５-９６８０

※�詳しい内容は、町ホームペー
ジを確認してください。
問合せ先  �子育て支援課　

☎ ３５-５３７０

民生委員・児童委員の日
　５月１２日は、この日に民生委員制度が創設され
たことから「民生委員・児童委員の日」と定められ
ています。
　また、１２日～１８日の一週間は、民生委員・児
童委員の活動を皆さんに知っていただくための「活
動強化週間」となっています。
　民生委員は、民生委員法に基づく地域のボラン
ティアとして、住民の皆さんの生活上の相談に応じ、
必要な援助を行っています。また、児童福祉法によ
り児童委員も兼ねており、町では民生児童委員と呼
ばれています。現在、町には３６人の民生児童委員
と、子どもや子育ての相談・援助を専門に担当する
２人の主任児童委員が活動しています。
　すべての委員は、守秘義務に則って相談内容の秘
密を固く守り、個人情報やプライバシーの保護に配
慮した支援活動を行っています。福祉に関する悩み
や心配ごとなど、生活の中でお困りのことがありま
したら、お気軽に相談してください。

民生委員・児童委員　地域に根ざした活動
　住民の福祉に関する相談
に応じ、関係する制度や
サービスについて、情報を
提供します。また、ひとり
暮らし高齢者等の見守りと
して、定期的な訪問活動を

行います。
　担当地区内の
住民の実態や福
祉需要を日常的
に把握します。
また、住民が必
要な福祉サービ

スを利用できるよう、行政（相談窓口）や社会福祉
協議会等の関係機関に連絡し、つなぎ役になります。

� 問合せ先  福祉課　☎ ３５-５３６９

　3 月 20 日、常呂町多目的研修センターでところ子どもまつり 2026 が開催
されました。イベントでは、常呂小学校吹奏楽部による演奏や縁日、絵本の読み
聞かせなど、さまざまな催しが行われ、親子連れなど約 120 人が会場を訪れま
した。
　通常の半分程度の大きさの土器のレプリカが作れる体験コーナーでは、完成を
楽しみにしながら丁寧に形を整えるこどもたちの様子が見られました。こどもた
ちは多彩な遊びにふれ、思い思いにまつりを楽しんでいました。

ところ子どもまつり２０２６ところ子どもまつり２０２６
─ 遊びいっぱい！笑顔いっぱい！ ── 遊びいっぱい！笑顔いっぱい！ ─

ところ通信
Vol. 315

北見市
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「西美濃地域メタバース相談室」を始めます
　「孤独を感じる」「孤立してしまう」「人に会うのが怖い」など、そんな気持ちありませんか。５月
より、仮想空間で交流や相談ができる「西美濃地域メタバース相談室」を始めます。メタバース（仮
想空間）で、アバターを通じて、誰かと同じ空間にいたり、人の声を聞いたり、チャット等でお話し
たりしてみませんか。

◎メタバース交流日【予約不要】　
動画配信や各種案内のほか、クイズや座談会を行います。話さずに空間にいるだけでも大歓迎です。
ご自身のペースで参加してください。

開催時間 開催日
午後３時～５時 ５月１９日（火）、６月　３日（水）、７月　２日（木）、８月　７日（金）
午後７時～９時 ５月２８日（木）、６月１８日（木）、７月１７日（金）、８月１７日（月）

◎メタバース相談日【要予約】
　チャットや音声等で保健師や社会福祉士等に、個別に相談できます。

開催時間 開催日
午後３時～５時 ５月２１日（木）、６月１０日（水）、７月　９日（木）、８月１４日（金）
午後７時～９時 ５月２９日（金）、６月２５日（木）、７月２４日（金）、８月２４日（月）

　利用にはアバター・ニックネーム等の登録が必要です。二次元コード（大垣市のホームページにつ
ながります）から申し込んでください。申し込みは５月７日開始です。

� 問合せ先 　福祉課　☎ 35-5369
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青少年育成推進員紹介
　町では、青少年育成推進員を委嘱
し、青少年健全育成運動の普及徹底
と地域の実態に即した実践活動を推
進していただいています。任期は令
和１０年３月３１日までです。
� （敬称略）

地区 氏名 地区 氏名

１区
西部　信一 ３区 梅田　成人
國枝真由美 ４区 岩崎　正人

２区
高橋　詩朗 ５区 鳥本　敏満
永井　啓介 ６区 白川　三郎

スポーツ推進委員紹介
　町では、スポーツ基本法の規定に基づいてスポーツ推進
委員を委嘱し、ノルディック・ウォーキングなどスポーツ
の実技指導や支援活動を行い、地域のスポーツ推進に努め
ていただいています。任期は令和１０年３月３１日までで
す。� （敬称略）

地区 氏名 地区 氏名 地区 氏名

１区

白木　慎治
２区

和田　尚幸
４区

平田　浩二
増田　健司 堀内　克英 髙橋　利行
小森美智子 高橋　尚文

５区
藤原　康美

堀　里加子
３区

井上　保子 清水　俊明
河野　隆之

６区
粟野　邦子
杉山　善康

▲仮想空間イメージ図

申込二次元コード
（大垣市ホームページ）



建築物等耐震化促進事業
　地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いま

ちづくりを進めることを目的として、建築物等耐震

化促進事業を実施します。

木造住宅の耐震診断

　木造住宅の耐震診断を無料で実施します。

◎対象となる住宅　昭和５６年５月３１日以前に着

工された木造の一戸建て住宅

◎対象者　対象となる住宅の所有者

◎受付期限　１１月３０日（予定件数になり次第終

了）

木造住宅の耐震改修工事に関する補助金

　木造住宅の耐震改修工事に対して補助を実施しま

す。

◎補助金額

　（工事費１２０万円以下の場合）１０分の９

　（工事費１２０万円を超える場合）１０分の４+

６０万円

　※�１件あたり上限１１７. ５万円（工事内容によっ

て異なります）

◎対象となる住宅　昭和５６年５月３１日以前に着

工された木造の一戸建て住宅

◎補助対象者　対象となる住宅の所有者

◎受付期限　予定件数になり次第終了（年度内に補

助金の支払いまで完了するものに限る）

危険なブロック塀の除却に関する補助金

　ブロック塀の除却に対して補助を実施します。

◎補助金額

　工事費の３分の２　※１件あたり上限２０万円

　（工事内容によって異なります）

◎対象となるブロック塀　町道沿いに存する危険な

ブロック塀（町職員が現地調査します）

◎補助対象者　対象となるブロック塀の所有者

◎受付期限　�１１月３０日（予定件数になり次第終了）

　※申込受付は先着順。

　※�詳しい内容は町ホームページをご覧いただく

か、次まで問合せてください。

� 申込・問合せ先  建設課　☎ ３５-５３７６
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町営住宅入居者募集中
礼金・共益費なし！　静かな環境で全室日当たり良好！　商業施設も近くて便利！

団 地 名 中之元北団地（特定公共賃貸住宅）２〜４階部分

募集戸数 若干数　２ＤＫ、３ＤＫ

住宅使用料
（賃貸条件等）

使用料
２ＤＫ　４３，０００円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）
３ＤＫ　５２，０００円／月（駐車場１台、２㎡の物置を含む）

敷　金 家賃の３か月分

その他 インターネット回線、広場、物置、集会場、自転車置場、ゴミ集積場、エレベーター有り

入居資格
（全てに該当すること）

・昨年の１か月の世帯全員の所得金額（※）が 158,000 円以上 487,000 円以下の
人（所得の上昇が見込まれる人を含む）

・現に自ら居住するための住宅を必要としていること
・現に同居し、または同居しようとする親族があること
・現に町税およびこれに準ずる納付金を滞納していないこと
・その者または現に同居し、もしくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと

※　１か月の所得とは（年間所得金額−控除額の合計）÷１２か月
◇駐車場は、１戸につき１台です。◇応募戸数が募集戸数を超えた場合は、抽選により入居者を決定します。
◇ゴミ当番、管理人、地元とのお付き合い等があります。

� ※�詳しい内容は町ホームページを確認してください。　 申込・問合せ先  建設課　☎ 35-5376
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水道の現状と課題について②水道の現状と課題について②
４月号にて、水道事業の現状と課題についてお伝えしました。
今回は施設に係る老朽化等の問題とその解決策についてお伝えします。

施設の老朽化

基本計画（解決策）

　水源地施設や管路は、年数の経過により老朽化が深刻な状況となります。
　また、これらの更新には莫大な時間と費用が必要となります。

　今後もインフラとして水の安定供給が継続できるよう、水道事業の将来の方針を決定しました。
　持続可能な事業運営のため、次の施設更新が必要であるという検討結果となりました。
①新水源地の整備
　漏水の原因にはさまざまな要因があり、水道管の老朽化もありますが、古川地内の山の傾斜位置に設置して
いる大野配水池は山からの自然流下による配水を行っており、圧力制御が不能であることも漏水の一因と考え
られ、施設の老朽化と合わせて更新を行う必要があります。
②配水管路の耐震化と老朽化更新
　水道管の耐用年数を迎えるものから順次、更新が必要となり、合わせて耐震化を実施する必要があります。
③既存施設の更新
　水源地等には、施設管理運営に必要な設備が数多くあり、それぞれ耐用年数を迎えるものから順次、更新を
行う必要があります。

　特に、大野配水池、第１水源地および第２水源地は、建造より５０年以上を経過しており、老朽化が目立ちます。

� 問合せ先  建設課　☎ 35-5376

▲大野配水池／古川地内

▲第３水源地／黒野地内

▲第１水源地／寺内地内

▲第４水源地／公郷地内

▲第２水源地／古川地内

▲第５水源地／大野地内



夏休み期間中の放課後クラブ利用受付
　夏休み期間中に放課後クラブの利用を希望される
人は、電子申請または窓口にて申込んでください。
◎電子申請
申請方法
　次の二次元コードから専用サイトにアクセスし、
申請してください。
　※�必要書類は事前に写真に撮っておくと、スムー

ズに手続きが可能です。
　※�画像が不鮮明で記載内容の確認が取れない場合

には、再申請をしていただく場合がありますの
で、必要書類は手元に保管しておいてください。

　※�５月２９日（金）の申請分まで有効。
◎窓口申請
申請方法
　次の必要書類を学校教育課窓口に提出してくださ
い。
受付時間　午前８時３０分～午後４時３０分（土・
日・祝日を除く）

◎必要書類
（１）�放課後クラブ入所申請書（窓口申請・電子申

請で申請書を記入し写真添付する場合に必要）
（２）�放課後クラブの児童育成に欠ける事由証明（雇

用・パート）
（３）�その他証明するもの（疾病・介護等の場合：診

断書・障がい者手帳・介護認定通知書の写し等）
（４）�令和７年度分の市町村民税の課税証明書類（令

和７年１月１日時点で町内に住所を有してい
なかった場合必要）

◎申請受付期間
　５月１日（金）～５月２９日（金）
　※�申請されても児童の入所状況により、ご希望の
クラブに入所できない場合がありますのでご承
知おきください。

　※�児童２人以上で申込みの場合は、児童ごとに申
請してください。

　※�必要書類（１）（２）については、
学校教育課備付けもしくは、町ホー
ムページよりダウンロード可。

　URL　https://logoform.jp/form/ciUr/973864

� 問合せ先  学校教育課　☎ ３５－５３７８

要保護・準要保護児童生徒の就学援助
　経済的な理由等で就学が困難と認められる町内小
中学校の児童生徒の保護者に対し、学用品費、通学
用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学学用品費
等を援助する就学援助制度です。
◎認定基準
　就学援助制度には次の２つがあり、その区分や児
童生徒の学年により受給できる援助費目や金額が異
なります。提出書類により一定の審査を行い、認定
の可否を決定します。
要保護児童生徒就学援助
　保護者が、生活保護法第６条第２項に規定する人
で、生活保護世帯
準要保護児童生徒就学援助
　保護者が、次のいずれかに該当し、生活保護世帯
に準ずる程度に困窮していると認められる世帯
（１）�保護者が児童扶養手当法第４条の規定による

児童扶養手当の受給者である人
（２）�保護者の地方税法第２９５条第１項の規定に

よる市町村民税が非課税である人
（３）�保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと

認められる人
（４）�経済的な理由等による欠席日数が多い人
（５）�その他、特に教育委員会が必要と認める人
◎申請方法
　申請される人は、６月５日（金）までに、児童生
徒が在学する学校へ申請してください。
　申請の際には、次の書類の提出が必要です。
（１）�町要保護および準要保護児童生徒就学援助費

受給申請書（様式第１号）
（２）�児童扶養手当受給証明書（写）　※受給されて

いる人のみ
（３）�令和８年度所得課税証明書
※�受給申請書中にある『承諾欄』に申請者および同居親
族の署名または記名押印がある人は、児童扶養手当受
給証明書（写）や所得課税証明書の提出は不要です。

※�令和８年１月２日以降に町内に転入された人は、前住
所地での所得課税証明書を添付してください。

※�この期間を過ぎても申請できますが、受付をした月の
翌月からの認定（受給）となります。

� 問合せ先  学校教育課　☎ ３５－５３７８
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国　保　だ　よ　り国　保　だ　よ　り

人間ドック助成制度をご利用ください
　町では、大野町国民健康保険被保険者を対象に、
人間ドック（健康診査）の健診料の一部を助成して
います。この制度は、被保険者の健康の保持増進と
生活習慣病の早期発見により重病化を防ぐことを目
的としています。

◎助成額
　健診料の半額（被保険者あたり上限２万円）
※令和８年３月までに受診した人の上限は３万円

◎助成対象者
次のいずれの要件も満たす人
（１）大野町国民健康保険被保険者
（２）�健診を受けた日の年齢が４０歳以上７４歳以下

である人
（３）町税が納期到来分まで完納している世帯の人
（４）�同じ年度に大野町特定健康診査またはこの人間

ドック助成制度を受けていない人
（５）�健診結果が町の実施する保健事業に活用される

ことに同意する人
（６）�特定健康診査相当項目以上の検査を受けている

人
※特定健康診査相当項目とは
　�身体計測（身長、体重、腹囲）、血圧測定、尿検査、
問診、血液検査（血中脂質、肝機能、糖代謝、腎
機能）

◎手続き方法
●西濃厚生病院で健診を受ける場合
　西濃厚生病院健診センターに直接お申し込みくだ
さい。（☎ ３６-３９００）
予約受付　�５月１１日～令和９年１月２９日　月～

金曜日（祝日は除く）　午後１時～４時
３０分

実施期間　６月～令和９年２月
注意事項　・�「大野町国保の人間ドック」とセンター

へお申し込みください。
　　　　　　※役場では受付していません。
　　　　　・�自己負担額は検査実施後、病院の窓口

で支払ってください。
　　　　　・�町から発送された「特定健康診査受診

券」を必ず持参してください。

◎国民健康保険被保険者用料金表
　（西濃厚生病院の場合）

健　診　項　目 健診料（税込）
人間ドック（半日コース） ３３, ０００円

（
付
加
検
査
が
選
べ
ま
す
）

人
間
ド
ッ
ク
の
オ
プ
シ
ョ
ン

脳検査 ２２, ０００円
胸部ＣＴ検査 １１, ０００円
腹部ＣＴ検査 １１, ０００円
胃内視鏡検査 ３, ３００円
前立腺がん検査 １, ９８０円
乳がん検査 ６, ６００円
子宮頸がん検査 ３, ８５０円
肝炎検査 ３, ３００円
骨密度検査 ２, ２００円
ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ（血液検査） ２, ７５０円
便中ピロリ検査 ３, ３００円
胃ＡＢＣ検診 ５, ５００円
ＢＮＰ検査（血液検査） １, ６５０円
ＦＡＴスキャン ３, ３００円

※�健診項目に記載されていない検査は全額自己負担

●西濃厚生病院以外の医療機関で受診される場合
　医療機関請求額を検査実施日に支払い、次の（１）
〜（６）を添えて住民課に申請してください。（１）
印鑑、（２）領収書（原本）、（３）健康診断結果、（４）
資格確認書または資格情報のお知らせ、（５）口座
情報（申請者名義）の分かる物、（６）町から発送
された「特定健康診査受診券」

◎申請期限　令和９年３月３１日
※１　被保険者 1人につき１回限り
※２　�受診日から６か月を過ぎると申請できません

ので、お早めに申請してください

マイナ保険証をぜひご利用ください！
　マイナ保険証には、次の３
つのメリットがあります。

①医療費を節約できます。
②�よりよい医療が受けられま

す。
③�手続きなしで高額療養費の限度額を超えた支払を

免除されます。

� 問合せ先  住民課　☎ ３５-５３６８
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